
広
島
県
縮
景
園
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
七
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
四
十
号 

広
島
県
縮
景
園
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
縮
景
園
管
理
規
則
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
利
用
の
申
込
み
） 

第
五
条 

施
設
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
に

お
い
て
「
申
込
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第 

一
号
に
よ
る
利
用
申
込
書
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、 

そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
名
勝
庭
園
の
利
用

に
つ
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
入
園
券
又

は
入
園
料
を
納
付
し
た
こ
と
を
証
す
る
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら

れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
（
以
下
こ
れ

ら
を
総
称
し
て
「
入
園
券
等
」
と
い
う
。
）
の
購
入

に
よ
り
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
（
名
勝
庭
園
の
利
用

を
除
く
。
）
の
申
込
み
は
、
利
用
開
始
日
の
四
月
前

か
ら
一
月
前
ま
で
の
間
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
利
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
六
条 

指
定
管
理
者
は
、
施
設
等
の
利
用
を
許
可
し

た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
利
用
許
可
書

を
申
込
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
名

勝
庭
園
に
つ
い
て
は
、
入
園
券
等
を
も
っ
て
利
用
許

可
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

申
込
者
は
、
施
設
等
を
利
用
す
る
場
合
は
、
前
項

の
利
用
許
可
書
又
は
入
園
券
等
を
必
ず
携
帯
し
、
係

員
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
九
条 

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
十
三
条
第
三
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
園
内
施
設
の
利
用
の
許
可

を
受
け
た
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
理
由
に
よ
り
利
用
で
き
な
い
場
合
は
、
当
該
利
用

 

（
利
用
の
申
込
み
） 

第
五
条 

施
設
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
に

お
い
て
「
申
込
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第 

一
号
に
よ
る
利
用
申
込
書
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、 

そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、 

名
勝
庭
園
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
号 

に
よ
る
入
園
券
の
購
入
に
よ
り
代
え
る
こ
と
が
で
き 

る
。 

        
 
 ２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
（
名
勝
庭
園
の
利
用
を

除
く
。
）
の
申
込
み
は
、
利
用
開
始
日
の
四
月
前
か

ら
一
月
前
ま
で
の
間
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
 

（
利
用
許
可
書
の
交
付
等
） 

第
六
条 

指
定
管
理
者
は
、
施
設
等
の
利
用
を
許
可
し

た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
利
用
許
可
書

を
申
込
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
名

勝
庭
園
に
つ
い
て
は
、
入
園
券
を
も
っ
て
利
用
許
可

書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

申
込
者
は
、
施
設
等
を
利
用
す
る
場
合
は
、
前
項

の
利
用
許
可
書
又
は
入
園
券
を
必
ず
携
帯
し
、
係
員

の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
返
還
） 

第
九
条 

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
十
三
条
第
三
項
た 

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
施
設
等
（
駐
車
場
を
除
く
。 

）
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す 

る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
利
用
で
き
な
い
場 



料
金
の
全
額
を
返
還
す
る
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
利
用
料

金
返
還
申
請
書
に
第
六
条
第
一
項
の
利
用
許
可
書
を

添
え
て
、
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

合
は
、
当
該
利
用
料
金
の
全
額
を
返
還
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
返
還
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
利
用
料

金
返
還
申
請
書
に
第
六
条
第
一
項
の
利
用
許
可
書
又

は
入
園
券
を
添
え
て
、
指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
入
園
料
の
免
除
） 

第
十
条 

知
事
は
、
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
八
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

入
園
料
を
免
除
す
る
。 

 

（
入
園
料
の
免
除
手
続
） 

第
十
二
条 

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
入
園
料
の
免
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
指
定
管
理
者
に
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
利
用
料
金
の
免
除
手
続
） 

第
十
三
条 

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料

金
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
条
例
第
十
二

条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
指
定
管
理
者
に
提

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

 

（
入
園
料
の
免
除
） 

第
十
条 

知
事
は
、
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

入
園
料
を
免
除
す
る
。 

 

（
入
園
料
の
免
除
手
続
） 

第
十
二
条 

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
入
園
料
の
免
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
又
は
同
項
第
九

号
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
指
定
管
理
者

に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
利
用
料
金
の
免
除
手
続
） 

第
十
三
条 

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
利
用
料
金
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の

い
ず
れ
か
又
は
同
項
第
九
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
類
を
指
定
管
理
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 

 
別記様式第１号（第５条関係） 

 
広島県縮景園利用申込書 

 

  年  月  日 

広島県縮景園指定管理者様 

所在地               

〒  ―            

 

団体名               

代表者氏名             

連絡先 担当者氏名         

電 話 番 号（  ） ―   

ファクシミリ番号（  ） ―   

          

（略） 

 

注 （略） 

 

 
 

 

 
別記様式第１号（第５条関係） 

 
広島県縮景園利用申込書 

 

平成  年  月  日 

広島県縮景園指定管理者様 

所在地               

〒  ―            

 

団体名               

代表者氏名             

連絡先 担当者氏名         

電 話 番 号（  ） ―   

ファクシミリ番号（  ） ―   

 

（略） 

 

注 （略） 

 
 
 



 
様式第２号（第５条関係） 
（個人の場合） 

（略） 
広 島 県 縮 景 園 
入  園  券 

（略） 
（団体の場合） 

（略） 
広 島 県 縮 景 園 
団 体 入 園 券 

（略） 

（他施設との共通券の場合） 

（略） 
他施設との共通券 

（略） 
注 １ （略） 
   ２ 個人入園券の種類は、次の２種類とする。 
     
 
    (1) （略） 
    (2) その他15歳以上の者（中学校若しくは高等学校の生徒又はこれ 
     らに準ずる者を除く。） 
  ３ （略） 

 
様式第２号（第５条関係） 
（個人の場合） 

（略） 
広 島 県 縮 景 園 
入  園  券 

（略） 
（団体の場合） 

（略） 
広 島 県 縮 景 園 
団 体 入 園 券 

（略） 

（他施設との共通券の場合） 

（略） 
他施設との共通券 

（略） 
注 １ （略） 
   ２ 個人入園券の種類は、次の４種類とする。 
    (1) 小学校児童、中学校生徒及びこれらに準ずる者 
    (2) 高等学校生徒及びこれに準ずる者 
    (3) （略） 
    (4) その他15歳以上の者 
 
  ３ （略） 

 



 
様式第３号（第６条関係） 

 
広島県縮景園利用許可書 

 

  年  月  日 

         

 様 

 

  広島県縮景園指定管理者    

 

（略） 

 

注 （略） 

 
 

 
様式第３号（第６条関係） 

 
広島県縮景園利用許可書 

 

平成  年  月  日 

         

 様 

 

  広島県縮景園指定管理者    

 

（略） 

 

注 （略） 

 
 
 



 
様式第４号（第９条関係） 

 
広島県縮景園利用料金返還申請書 

 

  年  月  日 

         

広島県縮景園指定管理者様 

 

住 所(法人等の団体にあっては、事務所の所在地)    

〒   ―                   

 

氏 名(法人等の団体にあっては、名称及び代表者の氏名) 

  

連絡先 担当者氏名                

電  話  番  号(  )    ―        

ファクシミリ番号(  )    ―        

   

（略） 

 

注 １ 広島県縮景園利用許可書を併せて提出すること。 

  ２・３ （略） 

 
 
 

 
様式第４号（第９条関係） 

 
広島県縮景園利用料金返還申請書 

 

平成  年  月  日 

         

広島県縮景園指定管理者様 

 

住 所(法人等の団体にあっては、事務所の所在地)    

〒   ―                   

 

氏 名(法人等の団体にあっては、名称及び代表者の氏名) 

  

連絡先 担当者氏名                

電  話  番  号(  )    ―        

ファクシミリ番号(  )    ―        

   

（略） 

 

注 １ 広島県縮景園利用許可書又は入園券を併せて提出すること。 

  ２・３ （略） 

 
 
 

 



附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


